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令和３年度 事業報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自：令和 ３年 ４月 １日 

至：令和 ４年 ３月３１日 

 

 

 

一般社団法人 四国地域大学ネットワーク機構 
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１．法人の概要 

 

(1) 名称 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構 

(2) 事務所の所在地 徳島県鳴門市鳴門町髙島字中島 748 番地 

(3) 設立年月日 令和３年 3 月 18 日 

(4) 大学等連携推進

法人の認定を受

けた年月日 

令和４年３月 31 日 

(5) 社員の構成  

名称 （設置者が設置する大学名） 

国立大学法人徳島大学 徳島大学 

国立大学法人鳴門教育大学 鳴門教育大学 

国立大学法人香川大学 香川大学 

国立大学法人愛媛大学 愛媛大学 

国立大学法人高知大学 高知大学 

  

(6) 役員の構成 令和４年３月 31 日現在 

職名 氏名 所属機関名及びその役職名 

理事（代表理事） 山下 一夫 国立大学法人鳴門教育大学長 

理事（副代表理事） 筧  善行 国立大学法人香川大学長 

理事 野地 澄晴 国立大学法人徳島大学長 

理事 仁科 弘重 国立大学法人愛媛大学長 

理事 櫻井 克年 国立大学法人高知大学長 

理事（専務理事） 尾前 五朗 国立大学法人鳴門教育大学事務局長 

監事 近藤 芳夫 国立大学法人鳴門教育大学監事 

監事 井関 佳穂理 国立大学法人鳴門教育大学監事 

  

(7) 事務局体制 

 

令和４年３月 31 日現在 

役職 氏名 所属機関名及びその役職名 

事務局長 前原 義久 国立大学法人鳴門教育大学企画調整役兼総務部長  

職員 内海 美佐緒 国立大学法人鳴門教育大学経営企画戦略課長 

職員 石田 裕規 国立大学法人鳴門教育大学経営企画戦略課係長 

職員 三好 弘朗 国立大学法人鳴門教育大学経営企画戦略課係長 

職員 三木 友紀 国立大学法人徳島大学総務部総務課総務係長 

職員 鍋井 理恵 国立大学法人香川大学企画総務部総務グループ

サブリーダー 

職員 林 智也 国立大学法人愛媛大学総務部総務課総務チーム

チームリーダー 

職員 川内 博文 国立大学法人高知大学法人企画課係長 
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２．事業の活動概要 

 

高等教育を取り巻く環境が大きく変化する中、四国の各国立大学がこれまでの連携によって推進して

きた四国地域における高等教育の機能強化を更に発展させることを通じ、多様化する学修者のニーズや

社会からの人材育成等に係る要請に応えるとともに、四国地域の発展に貢献することを目的とする。 

 

 

３．事業の活動状況 

 

（１）法人運営関係 

 

（ⅰ）会議・委員会の開催 

会議 開催 議案 開催日 

社員総会 第 1 回 理事 2 名選任 令和 3 年 4 月 1 日 

（決議の省略） 

第２回 令和２年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の承認、令和２年度事業報告 

令和 3 年 6 月 30 日 

第３回 負担金の承認 令和 3 年 12 月 22 日 

（決議の省略） 

理事会 第 1 回 専務理事１名選定 令和 3 年 4 月 1 日 

（決議の省略） 

第２回 令和２年度計算書類・事業報告の承認、令和３年度第

２回社員総会（定時）の招集の決定 

令和 3 年 6 月 9 日 

第３回 事業計画書及び収支予算書の承認、大学等連携推進方

針の承認、大学等連携推進法人に係る認定申請の承

認、社員総会の決議の省略及び決議事項の決定 

令和 3 年 12 月 17 日 

（決議の省略） 

第４回 規則の制定、代表理事、副代表理事及び専務理事の職

務の執行状況の報告 

令和 4 年 2 月 28 日 

第５回 社員総会の決議の省略及び決議事項の決定 令和 4 年 3 月 24 日 

（決議の省略） 
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（２）大学等連携推進業務関係 

 

事業報告書 

様式上の区分 

大学等連携推

進業務区分 

（定款第 4 条

の事業） 

大学等連携推進業務 

令和３年度活動状況 

（概要） 

連携推進業務参画 

徳

島

大

学 

鳴

門

教

育

大

学 

香

川

大

学 

愛

媛

大

学 

高

知

大

学 

(ⅰ)教育面に関

すること 

 

人材育成の充実 四国人財育成塾シンポジウム「アントレプ

レナーシップについて」を開催（令和 3 年

12 月 2 日／徳島大学との共催） 

■聴講者：約 100 名 

■内 容：アントレプレナーシップ教育の

取組等の紹介及び意見交換 

○ ○ ○ ○ ○ 

連携教職課程の

設置と運営 

以下のとおり大学連携に係る運営管理を

実施 

■大学等連携推進法人協議会で、対象教職

課程、参画大学等を決定 

美術（中・高一種）：徳島、鳴門、香川 

家庭（中・高一種）：鳴門、香川、高知 

情報（高一種）：鳴門、香川、愛媛、高知 

■連携教職課程設置準備委員会・ＷＧで、

連携教職課程認定申請に係る調整 

■令和 4 年度以降の教学管理体制の整備 

（別添資料参照） 

■連携教職課程に係る課程認定申請（令和

4 年 3 月 30 日提出） 

○ ○ ○ ○ ○ 

(ⅱ)研究面に関

すること 

研究の活性化 特になし      

(ⅲ)大学運営等

に関する

こと 

その他目的を達

成するために必

要なこと 

特になし      

(ⅳ)その他 社会連携の推進 特になし      

 

（３）その他 

 

区分 年月日 概要 

（ⅰ）大学等連携推進法人 令和 3 年 12 月 17 日 大学等連携推進法人に係る認定申請 

令和 4 年 3 月 31 日 大学等連携推進法人に認定 

（ⅱ）登記 令和 3 年 4 月 27 日 理事の変更に係る変更登記 

（ⅲ）届出 令和 3 年 4 月 7 日 法人税（法人事業税・法人県民税・法人市

民税）に係る届出 

令和 3 年 10 月 29 日 労働保険加入手続きに係る届出 
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４．監査状況等 

 

（ⅰ）業務監査 令和４年５月 11 日実施 

（ⅱ）会計監査 令和４年５月 11 日実施 

 

 

５．その他 

 

特になし 
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【別添資料】3-(2)-(ⅰ)「連携教職課程の設置と運営」関連：令和４年度以降の教学管理体制図 

 

 

 


